
1

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
の
一
部
改
正

一

研
究
機
構
の
目
的
の
改
正

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
（
以
下
「
研
究
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
国
立
研
究
開

(一)
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
以
下
「
研
究
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

も
の
の
ほ
か
、
農
業
及
び
食
品
産
業
に
関
す
る
技
術
（
蚕
糸
に
関
す
る
技
術
を
含
む
。
以
下
「
農
業
等
に
関
す
る
技
術

」
と
い
う
。
）
上
の
試
験
及
び
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
農
業
等
に
関
す
る
技
術
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
と
も
に

、
生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
基
礎
的
な
試
験
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
生
物
系
特
定
産
業
技
術
の
高
度

化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
機
構
法
第
四
条
第
一
項
関
係
）

研
究
機
構
の
目
的
と
し
て
、
種
苗
法
に
基
づ
き
適
正
な
農
林
水
産
植
物
の
品
種
登
録
の
実
施
を
図
る
た
め
の
栽
培
試

(二)
験
を
行
う
と
と
も
に
、
優
良
な
種
苗
の
流
通
の
確
保
を
図
る
た
め
の
農
作
物
の
種
苗
の
検
査
並
び
に
ば
れ
い
し
ょ
及
び

さ
と
う
き
び
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及
び
配
布
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
研
究
機
構
法
第
四
条
第
三
項
関
係
）
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二

研
究
機
構
を
代
表
す
る
理
事
の
設
置
及
び
副
理
事
長
の
任
期
の
改
正

理
事
の
う
ち
か
ら
理
事
長
が
指
名
す
る
者
一
人
は
、
研
究
機
構
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
及
び
同
条
第

(一)
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
研
究
機
構
を
代
表
す
る
こ
と
。

（
研
究
機
構
法
第
十
条
第
三
項
関
係
）

副
理
事
長
の
任
期
は
、
理
事
長
の
任
期
と
対
応
す
る
も
の
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
対
応
す
る
理
事
長
の
任
期

(二)
の
末
日
ま
で
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
関
係
）

三

研
究
機
構
の
業
務
の
範
囲
の
変
更
等

研
究
機
構
は
、
一
の

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(一)

(一)

（
研
究
機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
関
係
）

イ

農
業
等
に
関
す
る
技
術
上
の
試
験
及
び
研
究
、
調
査
、
分
析
、
鑑
定
並
び
に
講
習
を
行
う
こ
と
（
研
究
機
構
法
第

十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ロ

原
蚕
種
並
び
に
桑
の
接
穂
及
び
苗
木
の
生
産
及
び
配
布
を
行
う
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
規
定
を
削
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
区
分
経
理
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

(二)
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（
改
正
前
の
研
究
機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
五
条
等
関
係
）

イ

生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
を
政
府
等
以
外
の
者
に
委
託
し
て
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す

る
こ
と
。

ロ

政
府
等
以
外
の
者
に
対
し
、
生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
を
国
の
試
験
研
究
機
関
又
は
試
験

及
び
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
独
立
行
政
法
人
と
共
同
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
す
る
こ
と
。

ハ

生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
を
行
う
政
府
等
以
外
の
者
に
対
し
、
政
府
等
か
ら
当
該
試
験
及

び
研
究
の
素
材
と
し
て
生
物
の
個
体
又
は
そ
の
一
部
の
配
布
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
す
る
こ
と
。

ニ

生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。

ホ

近
代
的
な
農
業
経
営
に
関
す
る
学
理
及
び
技
術
の
教
授
を
行
う
こ
と
。

研
究
機
構
は
、
一
の

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(三)

(二)

（
研
究
機
構
法
第
十
四
条
第
三
項
関
係
）

イ

種
苗
法
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
栽
培
試
験
を
行
う
こ
と
。

ロ

農
作
物
（
飼
料
作
物
を
除
く
。
）
の
種
苗
の
検
査
を
行
う
こ
と
。
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ハ

ば
れ
い
し
ょ
及
び
さ
と
う
き
び
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及
び
配
布
を
行
う
こ
と
。

研
究
機
構
は
、
研
究
機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を

(四)
行
う
も
の
と
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
林
木
の
品
種
改
良
の
た
め
の
放
射
線
の

利
用
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
機
構
法
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
）

イ

種
苗
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
集
取

ロ

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
立
入
り
、
質
問
、
検
査
及
び
収
去

四

罰
則
の
引
上
げ

秘
密
保
持
義
務
に
係
る
罰
金
刑
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
機
構
法
第
二
十
三
条
関
係
）

第
二

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正

一

法
律
の
題
名
及
び
法
人
の
名
称
の
変
更

法
人
の
名
称
を
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
（
以
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下
「
研
究
・
教
育
機
構
」
と
い
う
。
）
に
改
称
す
る
と
と
も
に
、
法
律
の
題
名
を
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育

機
構
法
（
以
下
「
研
究
・
教
育
機
構
法
」
と
い
う
。
）
に
改
め
る
こ
と
。（

研
究
・
教
育
機
構
法
題
名
及
び
第
二
条
関
係
）

二

研
究
・
教
育
機
構
の
目
的
の
改
正

研
究
・
教
育
機
構
は
、
研
究
・
教
育
機
構
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
水
産
に
関
す
る
技
術
の
向
上

に
寄
与
す
る
た
め
の
試
験
及
び
研
究
等
を
行
う
と
と
も
に
、
さ
け
類
及
び
ま
す
類
の
ふ
化
及
び
放
流
を
行
う
ほ
か
、
水
産

業
を
担
う
人
材
の
育
成
を
図
る
た
め
の
水
産
に
関
す
る
学
理
及
び
技
術
の
教
授
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
・
教
育
機
構
法
第
三
条
第
一
項
関
係
）

三

理
事
数
の
変
更
及
び
研
究
・
教
育
機
構
を
代
表
す
る
理
事
の
設
置

研
究
・
教
育
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
六
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(一)

（
研
究
・
教
育
機
構
法
第
七
条
第
二
項
関
係
）

理
事
の
う
ち
か
ら
理
事
長
が
指
名
す
る
者
一
人
は
、
研
究
・
教
育
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
業
務
（
同
項

(二)
第
五
号
の
業
務
に
係
る
研
究
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
五
号
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
理
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事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
研
究
・
教
育
機
構
を
代
表
す
る
こ
と
。（

研
究
・
教
育
機
構
法
第
八
条
第
二
項
関
係
）

四

研
究
・
教
育
機
構
の
業
務
の
範
囲
の
変
更

研
究
・
教
育
機
構
は
、
従
来
の
業
務
に
加
え
、
水
産
に
関
す
る
学
理
及
び
技
術
の
教
授
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
・
教
育
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
関
係
）

五

罰
則
の
引
上
げ

秘
密
保
持
義
務
に
係
る
罰
金
刑
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
研
究
・
教
育
機
構
法
第
十
八
条
関
係
）

第
三

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
の
一
部
改
正

一

秘
密
保
持
義
務

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
の
役
員
及
び
職
員
並
び
に
同
基
金
に
置
か
れ
る
審
査
会
の
委
員
に
対
し
、
そ
の
職
務

上
の
秘
密
に
対
す
る
保
持
義
務
を
課
す
こ
と
。

（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
第
七
条
の
二
及
び
第
四
十
九
条
第
五
項
関
係
）

二

罰
則
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一
の
秘
密
保
持
義
務
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
る
こ
と
。

（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
第
六
十
九
条
関
係
）

第
四

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
一
部
改
正

一

秘
密
保
持
義
務

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う
。
）
の
役
員
及
び
職
員
並
び
に
二
の
運
営
委
員
に

対
し
、
そ
の
職
務
上
の
秘
密
に
対
す
る
保
持
義
務
を
課
す
こ
と
。

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
十
条
の
二
及
び
第
十
一
条
の
四
第
三
項
関
係
）

二

運
営
委
員
会

信
用
基
金
に
、
出
資
者
及
び
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
主
務
大
臣
が
任
命
す
る
運
営
委
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
、
業
務

運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
運
営
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
関
係
）

三

検
査
権
限
の
委
任

主
務
大
臣
は
、
信
用
基
金
及
び
受
託
者
に
対
す
る
立
入
検
査
の
権
限
の
一
部
を
内
閣
総
理
大
臣
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
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き
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
は
委
任
さ
れ
た
権
限
を
金
融
庁
長
官
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
二
十
条
の
二
関
係
）

四

罰
則

一
の
秘
密
保
持
義
務
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
る
こ
と
。

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
二
十
六
条
関
係
）

第
五

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
等
の
解
散
等

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環

境
技
術
研
究
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
国
が
承
継
す
る
資
産
を
除
き
、
そ
の
一
切

の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
研
究
機
構
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）
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三

研
究
機
構
の
役
員
に
関
す
る
特
例

研
究
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
研
究
機
構
法
第
九
条
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
理
事
二
人
以
内
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

四

研
究
機
構
の
業
務
の
特
例
等

研
究
機
構
は
、
研
究
機
構
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
政
令
で
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
こ

(一)
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
っ
て
い
る
第
一
の
三
の

の
イ
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(二)

（
附
則
第
六
条
第
一
項
関
係
）

研
究
機
構
は
、

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て

(二)

(一)

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
第
二
項
関
係
）

五

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
の
解
散
等

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
国
が
承
継
す
る
資
産
を
除

き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
研
究
・
教
育
機
構
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
九
条
関
係
）
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六

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
法
等
の
廃
止

次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
法

(一)

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
法

(二)

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
法

(三)

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
法

(四)
七

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


